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監査の結果（指摘事項） 措置（具体的内容）・対応状況

【会計管理室】
（１）公印管理について 【　措置済　】　　令和　元年　８月２６日
　公印台帳の副本において、公印管守者及び公印取扱責任者の記載が更新
されていなかった。不備のない適切な事務処理を行うこと。

　公印台帳（副本）の公印管守者及び公印取扱責任者の記載における平成
３０年４月及び平成３１年４月の未更新分について、速やかに更新を行っ
た。

令和元年度　定期監査等の結果（指摘事項）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査及び行政監査

２　監査対象　　　　　会計管理室

３　監査実施期間　　　令和　元年　８月２６日
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監査の結果（意見） 措置（具体的内容）・対応状況

【会計管理室】
（１）金券の管理について 【　措置済　】　　令和　２年　３月３１日
観光交流課において市制１２０周年記念の切手を保有しているが、平成

３０年度末時点で約１２８万円の残額が生じている。金券の管理の基本方
針として、切手は原則として各所属では保有はしないとされていることか
らも、好ましい状態ではないため、金券の管理について指導する立場であ
る会計管理室から観光交流課に対して、切手の活用について指導・提案を
行うこと。【要望事項】

　令和元年度は、これまでの販売による切手の払出だけではなく、観光パ
ンフレットやイベント案内等の発送など、観光交流課からの郵便送付用の
切手としても活用することを提案し、実行いただいた結果、すべての払出
を終え、令和元年度末には残額は０円となった。

（２）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 【　継続努力　】　　令和　２年　９月１８日

　時間外勤務については、長期間在職している職員に業務の比重がかかっ
ているため、係間での応援や業務分担の割振り変更などを行うことによ
り、時間外勤務の縮減につながるよう取り組んでいる。
　しかし、令和元年度は、選挙事務による時間外勤務の増加などもあり、
時間外勤務が年間３６０時間を超える職員の人数は２名と前年度と比較し
て削減することができなかった。
　そこで、これまでの取組みに加え、業務の効率化に向けてのＲＰＡの導
入や業務の外部委託を検討しており、今後も引き続き働き方改革への取組
みを進めていく。

【　継続努力　】　　令和　３年　３月１８日

　係間での職員の異動や時差勤務の活用により、時間外勤務の縮減に努め
たが、令和２年度も、時間外勤務が年間３６０時間を超える職員の人数は
２名の見込みであり、削減には至らなかった。
　令和３年度には、かねてから業務の効率化に向けて検討を進めていた支
払受付業務および口座振替依頼書処理業務の外部委託に関して予算計上を
行い、同年度中の実施を予定している。これにより、業務の集中時期の緩
和や事務の効率化を図り、時間外勤務の縮減をはじめとした働き方改革へ
の取組みを進めていく。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。【改善事項】

令和元年度　定期監査等の結果（意見）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和　元年　８月２６日

１　監査の種類　　　　定期監査及び行政監査

２　監査対象　　　　　会計管理室
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（３）業務に係るノウハウの継承について 【　継続努力　】　　令和　２年　９月１８日

長期間在籍している職員の業務は専門的なものが多く、継承にも多くの
期間を要するため、これらを踏まえた職員配置の要求をしていくととも
に、経験年数の少ない職員でも作業が進められるよう、事務マニュアルを
作成し、計画的にノウハウの継承や共有化を図っていく。

【　継続努力　】　　令和　３年　３月１８日

長期間在籍している職員が業務を通じて取得したノウハウを、事務マ
ニュアルを活用して、経験年数が少ない職員への継承を進めているところ
であるが、所属内での共有が未だ十分という状態には至っていない。
一部の職員に業務が集中していることについても、引き続き職員配置要

求を行っていくとともに、所属内でのノウハウの共有化を計画的に進めて
いく。

（４）備品台帳と現品の照合記録について 【　措置済　】　　令和　２年　３月１０日

備品台帳と現品の照合記録について、記載内容の不備が他部局において
多く見受けられる。現在、照合記録の記載事項等の様式例を示しているも
のの、誤りを防ぐため、統一のフォーマットで作成できるような仕組みに
ついて検討すること。【要望事項】

　年度末の備品台帳と現品の照合に向けて、庁内掲示板に「年度末におけ
る物品の現在高確認について」と題して、照合を行う上での注意事項や照
合記録の記載事項等の様式例とともに、備品照合マニュアルを掲載した。
備品照合マニュアル内において、財務会計システムから様式を作成する方
法を詳細に記載し、記載内容の不備がなくなるよう努めた。
　また、財務会計システムから統一された様式が自動で作成される仕組み
については、大規模なシステム改修が必要となるが、数年後に財務会計シ
ステムの更新が予定されているため、これに併せて検討を行うこととし
た。

（５）分任出納員について 【　措置済　】　　令和　元年１０月　９日

適正な会計処理方法の指導だけでなく、会計管理者から出納員に委任さ
れている会計事務の最終責任者は出納員であるという、分任制度の根本的
な部分についての意識を改めて徹底させること。【要望事項】

　毎年実施している出納員研修において、令和元年度は特に、出納員の職
務および出納員にかかる関係法規について重点的に説明し、会計事務の最
終責任者は出納員であるという分任制度の理解を深め、意識の醸成を図っ
た。

（６）予算要求について 【　措置済　】　　令和　２年　９月１８日
職員用の机、回転いす等庁用備品の購入のため、予算を２００万円以上

流用している。予算流用は予算執行上、やむを得ない場合に認められるも
のである。予算積算の精度を上げ、流用が必要最小限となるよう、より適
切な予算要求を行うこと。【改善事項】

　令和元年度の予算流用は必要最小限の約２８万円に抑え、今年度上半期
に不足分のいすを購入した。
　今後も予算積算の精度を上げ、さらに流用が必要最小限となるよう、適
切な予算要求を行っていく。

　長期間在籍している職員が業務を通じて取得したノウハウが共有されて
おらず、当該職員の業務量が過大なものとなり、時間外勤務も増大してい
る。当該職員が有するノウハウを他の職員に継承することにより、業務の
集中を解消するとともに当所属内においてノウハウの共有化を図ること。
【要望事項】
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